
 
 

重要事項説明書（指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業） 

 

１ 当法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 京都老人福祉協会 

代表者名 馬場 協一郎 

主たる事務所所

在地・連絡先 

（所在地）京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 59・60 

（電話）０７５（６４１）６６２５ 

（FAX）０７５（６４５）６５５１ 

 

２ 事業所の概要 

事業所名 京都市東高瀬川地域包括支援センター指定介護予防支援事業所 

所在地・連絡先 

（所在地）京都市伏見区北端町４４-７ 

（電話）０７５（６２２）７７４５ 

（FAX）０７５（６０４）５３２７ 

事業所番号 ２６００９０００４３ 

管理者の氏名 北川 聡 

サービス提供地域 京都市伏見区竹田学区、住吉学区 

 

３ 当センターの方針等 

 ⑴ 指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業（以下「指定介護予防支援等」という。）

は，介護予防の効果を最大限に発揮し，利用者が生活機能の改善を実現できるよう配慮し

て行います。 

⑵ 指定介護予防支援等は，利用者の心身の特性を踏まえて，利用者が可能な限りその居宅

において，自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 

⑶ 指定介護予防支援等は，利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて，利用

者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービス，障害者支援サービスが多

様な事業者から，総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。  

⑷ 指定介護予防支援等の提供に当たっては，利用者の意思等を尊重し，特定の種類又は特

定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

⑸ 事業の実施に当たっては，京都市，関係区役所・支所，地域包括支援センター，在宅介

護支援センター，指定居宅介護支援事業者，介護保険施設，指定特定相談支援事業者，住

民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努

めます。 

⑹ 指定介護予防支援等において虐待の発生や再発を防止するため，対策を検討し，職員に

対する研修を定期的に実施します。当事業所は当該事業従事者又は擁護者（利用者の家族

等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに市町村に通報等を行います。 

⑺ 指定介護予防支援等の提供に当たっては，介護保険など関連情報その他必要な情報を活



 
 

用し，適切かつ有効に行うよう努めます。 

⑻ 指定介護予防支援等において，感染症や非常災害の発生時においても支援を継続的に実

施するため，また非常時の体制で早期の業務再開を計るための計画を策定し，計画に従っ

て必要な措置を行います。 

⑼ 指定介護予防支援等において感染症の発生及びまん延しないよう，対策を検討すると共

に指針を整備し，職員に対して研修及び訓練を定期的に実施します。（感染防止対策のた

め，テレビ電話装置その他の情報通信機器の活用を検討します。） 

⑽ 指定介護予防支援等において、利用者又は家族が、事業者や職員に対して、本契約を継

続し難いほどの不信行為（ハラスメント行為等）を行った場合には予告期間を経て、指定

介護予防支援利用契約書 第９条（事業者による契約の解除）に基づいて契約解除を行う

場合があります。 

⑾ 上記のほか「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成 18 年 3 月 14 日厚生労働省

令第 37 号）及び国が定める介護予防支援に係るマニュアル並びに京都市が定める指針等

（以下「基準等」という。）を遵守します。 

 

４ 事業所の職員体制等 

職種 資格 員数等 

管理者 社会福祉士 

常勤兼務職員 1名，管理者及び当地域包

括支援センターの総合相談・支援業務及

び権利擁護相談業務と兼務 

保健師等 
地域保健等の経験のある 

看護師 

常勤兼務職員１名，当地域包括支援セン

ターの介護予防ケアマネジメント業務

と兼務 

主任介護支援専門員 主任介護支援専門員 

常勤兼務職員 1名，当地域包括支援セン

ターの包括的・継続的ケアマネジメント

業務と兼務 

社会福祉士 社会福祉士 

常勤兼務職員 2名， 

当地域包括支援センターの総合相談・支

援業務及び権利擁護相談業務と兼務（う

ち 1名は管理者を兼務） 

介護支援専門員 介護支援専門員 常勤専従職員 1名 

 

５ 営業日・営業時間 

営業日 営業時間 

月曜日～土曜日 午前 9時～午後 5時 

※ 日曜日， 12 月３０日から 1月 3日は休業します。 

 

６ 利用料金 

 ⑴ 指定介護予防支援 

  ア 指定介護予防支援の利用料金は，下表のとおりです。（1単位単価＝１０．７円） 

    ただし，法定代理受領のため，利用者負担は発生しません。 

 単位（1月につき） 備考 

介護予防支援費 ４４２単位  

初回加算 ３００単位 新規に利用を開始する月に加算されます。 

委託連携加算 ３００単位 居宅介護支援事業所に委託を開始する際，加算される場合があります。 



 
 

  イ 介護保険料を滞納されると，法定代理受領できなくなる場合があります。この場合は，

一旦⑴の額の料金をお支払いいただき，サービス提供証明書を発行します。この証明書

を区役所・支所の健康長寿推進課又は京北出張所保健福祉第一担当の窓口に提出されま

すと，全額払い戻しを受けることができます。（利用者の介護保険料の滞納の額等によ

っては，全額が払い戻されない場合があります。） 

  ウ 前記２のサービス提供地域内では交通費は無料ですが，サービス提供地域外に訪問す

る場合の交通費は，サービス提供地域との境界から目的地までの移動に実際に要した額

をお支払いいただきます。 

 ⑵ 第一号介護予防支援事業 

   利用料金は発生しません。 

 

７ 介護予防ケアプランに位置付ける介護予防サービス等 

  介護予防ケアプランに位置付ける介護予防サービス等について，利用者は，当センターに

対して，複数の介護予防サービス事業者等を紹介することを求めることができます。 

  また，介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

 

８ 医療機関との連携 

 ⑴ 病院又は診療所への入院時のお願い 

利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には，利用者は，当該病院又は診

療所に対して，当センターの担当職員の氏名及び連絡先をお伝えください。 

 ⑵ 主治の医師，歯科医師又は薬剤師との連携 

   利用者の服薬状況，口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち当

センターが必要と認めるものを，当センターから，主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師に対して情報提供します。 

   利用者が，主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する情報提供を希望されない場

合は，当センターにお申し出ください。 

 

９ 指定介護予防支援等の委託 

 ⑴ 当センターは，必要に応じ，指定介護予防支援等のうち次の業務について，指定居宅介

護支援事業者に委託する場合があります。 

  ① アセスメントの実施 
  ② 介護予防ケアプランの原案の作成 
  ③ サービス担当者会議の開催 
  ④ 利用者に対する介護予防ケアプラン原案の説明 
  ⑤ 利用者及びサービス担当者に対する介護予防ケアプランの交付 

  ⑥ モニタリングの実施 

  ⑦ 介護予防に係る効果の評価 

  ⑧ 保険給付等に係る給付管理業務 

  ⑨ 利用者及びサービス担当者等との連絡調整 

  ⑩ その他 

 ⑵ 当センターは，指定介護予防支援等の一部を委託する場合，委託することについて，利

用者又はその家族に十分説明し，文書による同意を得るとともに，利用者又はその家族に

対して，委託契約を締結している指定居宅介護支援事業者の一覧を提示し，その意向を聴

取します。 

 

１０ 緊急時及び事故発生時の対応 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は，速やかに利用者の主治医，救急隊，緊



 
 

急時連絡先等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。 

また，サービス提供中に事故が発生した場合には，必要な措置を講じるとともに上記に加

え，京都市，関係機関及び当該利用者の家族等に連絡を行います。 

 

１１ 秘密の保持と個人情報の保護取扱い 

 当センターは厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な 

取り扱いのためのガイダンス」，個人情報保護法及び京都市個人情報保護条例並びに社会福 

祉法人京都老人福祉協会個人情報保護方針を遵守し，業務上知り得た秘密を保持するものと 

します。 

 

⑴ サービスを提供するうえで知り得た，利用者及びその家族に関する秘密を，書面だけで

なく電磁的記録も含めて，正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持義務は，

契約終了後も継続します。 

  ⑵ 個人情報の保護について当センターは，以下のア～エにおいて，利用者から予め文書で

同意を得ない限り，利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報につい

ても，以下のア～エにおいて，予め文書で同意を得ない限り用いません。 

  ア サービス担当者会議 

  イ 介護予防サービス事業者等との連絡調整 

  ウ 指定居宅介護支援事業者への指定介護予防支援等の一部の委託 

  エ 利用者が要介護と認定された場合の指定居宅介護支援事業者との連絡調整 

⑶ 当センターは，利用者とその家族に関する個人情報が含まれる記録物（電磁的記録含む）

については，注意をもって管理し，また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 

 

 

１２ 虐待の防止・その他 

事業所は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次の各号に掲げる措置を講じます。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに，その結果に 

ついて，従業者に周知徹底を図る。 

(2)虐待の防止のための指針を整備する。 

(3)従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

(4)前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 事業所は，虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は，速やかに，市町村に通

報を行います。 

 

１３ 相談窓口，苦情対応 

⑴ サービスに関する相談や苦情については，次の窓口にお申し出ください。 

当センター 

苦情相談窓口 

受付担当者 北川 聡 

相談解決者 足立 智子 

対応時間 ９:００～１７:００ 

電話番号  ０７５（６２２）７７４５ 

ＦＡＸ番号 ０７５（６０４）５３２７ 

（担当者に変更があった場合は、ご連絡いたします） 

⑵ 公的機関においても，次の機関において苦情申出等ができます。 

京都市伏見区役所保健

福祉センター健康福祉

部健康長寿推進課高齢

介護保険担当 

所在地  〒612-8511 京都市伏見区鷹匠町 39番地の 2 

電話番号  ０７５（６１１）２２７９ 

ＦＡＸ番号 ０７５（６１１）１１４０ 



 
 

京都府国民健康保険団

体連合会（国保連） 

所在地  京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 620 COCON 烏丸内 

電話番号  ０７５（３５４）９０９０ 

ＦＡＸ番号  ０７５（３５４）９０５５ 

第三者委員 

 

井上 幸夫 

電話番号 ０７５（６０１）５３９０ 

第三者委員 髙橋 猛 

電話番号 ０９０（４６４１）０７７７ 

第三者委員 田村 充子 

電話番号 ０７５（５７１）４１８１ 

 

 

【説明確認欄】 

 

指定介護予防支援等の開始に当たり，利用者に対して重要事項の説明をしました。 

 

令和   年   月   日 

 

事業代表者 

住所 京都市伏見区深草大亀谷古御香町 59番地 60 番地 

事業代表者名 社会福祉法人 京都老人福祉協会 理事長 馬場 協一郎 

 

                 事業者名 京都市東高瀬川地域包括支援センター 

 

説明者                

 

 

私は指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業のサービス内容及び重要事項について

説明を受け，その内容に同意のうえ，本書面を受領しました。 

 

令和   年   月   日 

 

（利用者） 氏名               

 

                  住所 

 

 

 

 

 

代理人又は立会人              

氏名             (続柄     )        

 
                  住所 
 

 

 

 



 
 

【個人情報利用同意欄】 

 
令和    年   月   日 

 

 サービス担当者会議、介護予防サービス事業者、医療機関等との連絡調整及び指定居宅介護

支援事業者への指定介護予防支援の一部の委託並びに私が要介護と認定された場合の指定居

宅介護支援事業者との連絡調整に必要な範囲において、私及び私の家族の個人情報を使用する

ことに同意します。 

 

（利用者） 氏名                     

 

    代理人又は立会人              

氏名             (続柄    )        

 
                   住所 
 

 

 

  

             （家 族） 氏名              (続柄    )  

 

住所 

 

 

 

 

（家 族） 氏名             (続柄    )  

 

住所 

 

 

 

 

（家 族） 氏名             (続柄    ) 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ご利用者様ご家族様各位 

 

サービス利用者の皆様への 3 つのお願い 

 

京都市東高瀬川地域包括支援センター 

 

 

福祉サービス事業者は、サービスを利用される方やご家族との信頼関係のもと、皆さまが安心

してサービスを受けられるように、ケア技術の向上など質の高いサービスの提供に努めることに

なっています。その一方で、近年サービス提供の現場において、サービス従事者に対するご利用

者やご家族等からのハラスメント行為が問題になっていることもあります。 

サービスを継続して円滑に利用していただくことができるよう、以下の 3 つにつきまして、皆様

のご理解ご協力をお願い申し上げます。 

 

① 職員へのお心付け、お心遣い（金品等）は、固くお断りを致します 

職員がお茶やお菓子、お礼の品物等を受けとることは法人として禁止をしております。 

また、金銭・貴重品等の管理にもご協力いただきますようお願い致します。 

 

② ペットをゲージへ入れる、リードにつなぐ等ご協力をお願い致します 

皆さまの大切なペットを守るため、また安全にケアを行うためにも、訪問中はリードをつけていた

だくなど、円滑にサービスが提供できるようにご配慮をお願い致します。 

※職員がペットにかまれた場合、治療費等のご相談をさせていただく場合がございます。 

 

③ 著しい不信行為はおやめください 

職員へのハラスメント等、著しい不信行為※により、サービスの中断や契約を解除する場合がござ

います。 

信頼関係を築き、質の高いサービスをご提供するためにも皆様のご協力をお願い致します。 

 

※著しい不信行為とは 

１．身体的、精神的暴力 

例）蹴る 叩く つばを吐く 手をひっかく つねる 物を投げつける 等 

例）大声を発する 批判的な言動 威圧的な態度 理不尽な要求 等 

 

２．悪質なクレームやいやがらせ 迷惑行為 

例）特定の職員への付きまとい 長時間の電話 理不尽な苦情 等 

 

３．セクシャルハラスメント 

例）必要もなく身体を触る 抱きしめる 性的いやがらせ行為 等 

 

 

 

 

 

 

 

 


